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「情報公開制度に関するアンケート」並びに「９市一斉情報公開請求」について

● 実施の目的

情報公開制度の目的は、地方自治の柱である「住民自治」の展開を実質

的に保障することです。情報公開の制度がしっかり住民に使い易いものに

なっていないと、開かれた行政の実現や、行政と住民の信頼関係の確立、

さらには行政への住民参加も難しくなります。

今では、ほとんどの県内自治体に情報公開条例が制定されましたが、内

容は均一ではなく、自治体によってはその実効性に疑問が存し、統一的な

調査が必要であると考えました。

そこで、行政にとっても、住民にとっても、より情報公開制度を活かし

ていくための調査活動の一環として、県内の全ての自治体を対象とする「情

報公開制度に関するアンケート」、並びに県内 9 市に対する「一斉情報公開

請求」を実施しました。

● 実施の概要

（１）情報公開制度に関するアンケート

・ アンケート郵送日（9 月 4 日）→ FAX にての回答期限（9 月１2 日）

・ 回答率１００％（１６市町。参考として福井県）

・ 質問項目１３（質問１３は電話による聞き取り調査）

（２）９市一斉情報公開請求

・ 情報公開請求の内容

・ 実施期間.................................................... 2008 年 9 月 8 日～10 月９日

・ 公開された自治体

...........敦賀市・小浜市・大野市・勝山市・あわら市・越前市・坂井市（７市）

・ 公開されなかった自治体

......................................................................................福井市・鯖江市（２市）

〇〇市長が平成１９年度において、行政視察等（行財政関係視察、産業など各種の調査、

友好、交流など）のため、海外および国内の３日以上に わたる公務出張を行った場合（市

長会などが主催する視察に参加した場合も含む）に係る視察等の日程と視察等の内容、視察

等の結果が分かる資料と旅費等の経費の支出に関する文書（旅費請求書、同精算書、支出命

令決議書と添付文書など）。なお、随行した職員がいる場合は、随行職員に係る旅費等の経

費の支出に関する文書を含む。



2

● 今後期待される改善点

（１）請求権者について

情報公開条例に基づいて公開請求をする場合、だれが請求できるかとい

う問題がありますが、「何人も請求できる」のは３市２町のみです。

申出あるいは任意開示で対応しているという回答がありましたが、この

方法ですと資料が公開されなかった時には、権利にみあう救済のみちがあ

りません。

情報公開請求権は「知る権利」であり人権の一つです。人権は、生まれ

ながらにして持っている権利であると考えれば、請求権者を「何人も」と

するのが自然ではないでしょうか。

実際に、「何人も」となっていない自治体の条例でも、住民だけでなく、

その自治体に通学・通勤している人、実施機関が行う事務事業に利害関係

を有するものという規定をおいています。その現状を鑑みて、そこから一

歩踏み出した「何人も」とする積極的な条例改正への検討が期待されます。

（２）請求の手段について

役所の窓口にいちいち出向かなくても情報公開請求の手続きができるこ

とは、制度の使いやすさという点において大きなポイントです。

郵便とファックスでの資料請求については、ほとんどの自治体が可能で

すが、不可の自治体には改善を期待します。

一方、インターネットでの請求可は３市２町にとどまっていますが、今

後の改善が期待されます。

（３）請求書について

① 様式

請求書の様式は自治体によってその内容が異なりますが、総じてどの自

治体も「請求する公文書の名称または内容」を記載する欄が狭いと思われ、

特に敦賀市、大野市、鯖江市、坂井市、美浜町、若狭町には改訂が期待さ

れます。

② 目的記載欄

鯖江市、坂井市、永平寺町は、請求書に「請求の目的」欄が設けてあり

ます。任意記載事項のことわりがあるとは言え、情報公開制度の趣旨から

みて本欄は必要がないものと考えられるので削除が期待されます。

③ 請求書のダウンロード

ホームページ（HP）で請求書をいつでもダウンロードできれば、郵送、

ファックス、インターネットでの請求手段による使い勝手の良さが倍増し

ますが、その逆もまた然りです。

ところがダウンロードできる自治体においても、電話で担当者に直接リ

ードしてもらいながらでなければ、なかなかアクセスできません。もう少
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し利用しやすい HP づくりをお願いしたいと思います。

（４）決裁・供覧の要件について

公文書の定義として、端的に「職務上作成し、実施機関が保有する文書」

という趣旨を掲げる条例が増えてきました。それでも、公文書は決裁・供

覧の手続きが済んだものという趣旨を掲げる条例が福井県内には２つも（越

前市・南越前町）あります。

この要件があると、決裁・供覧の手続きとは無関係の文書はすべて内部

文書扱いになり、現に存在するにもかかわらず「公文書不存在」として非

公開になってしまいます。また、行政が公開したくない文書は、決裁・供

覧という言葉を口実に敢えて公文書からはずすことも可能になります。

こうした弊害も考えあわせるならば、決裁・供覧の要件を掲げる条文は

改正されるべきです。

２つの自治体において検討がなされることを期待します。

（５）一斉請求で公開（開示）された文書について

① 公開(開示)請求した文書の一部が公開されていない事例

あわら市の場合、秘書広報課長と課長補佐が随行しているので、両名に

よる復命書(視察内容と感想、結果など)を今後は公開されることが期待されま

す。

坂井市の場合、課長が随行しているので、本人の復命書(会議の内容、出席

者の氏名など)を今後は公開されることが期待されます。

② 訪中事業に対する公費支出

大野市とあわら市は、いずれも日中友好協会の訪中事業に参加され、そ

の内容は、観光・見学が中心となっています。

このような旅行については、公費支出の是非、支出範囲、自己負担などの

妥当性について、事前に市民と識者等の意見を十分に聴取し、その結果を明

示される必要があると考えられます。協議検討されることを期待します。

（６）公文書のコピー料について

公開文書のコピー料がいまだに１０円ではない自治体が３つ（大野市・勝

山市・若狭町）あります。

情報公開制度を請求者の利用しやすいものとするため、引き下げへの改

善が期待されます。

（７）公開の運用面について

① 公開の日時決定

公開(開示)の日時は、通常、事前に自治体が請求者に電話をかけて両者の

話し合いで調整し、決定通知書に日時が記載されます。

しかし、今回の９市一斉請求において電話による打合せが一切なく、市

が一方的に日時を指定した決定通知書を請求者に送付した事例が２件（あわ

ら市・越前市）ありました。
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行政機関の情報は市民との共有財産であるという情報公開制度の理念か

らすると、公開日時の決定を行政が先んじて決めてしまう事は如何なもの

でしょうか。改善を期待したいと思います。

② 公開の場所

請求および公開(開示)の手続きは、通常の場合、情報公開室のカウンター

越しで行われますが、別室の会議室や公開資料の担当課に案内されたりす

るケースがありました。

住民が情報公開制度をもっと気安く利用できるような環境づくりへの配

慮が求められます。

●結 び

（１） 今回の一斉請求にあたっては、市民オンブズマン福井の会員以外の方

にも請求（および公開）手続きをお願いしました。その請求者の感想を総

合して言えることですが、情報公開制度の目的について、担当課も含め

た市の職員の、あるいは市自体の認識がまだ不足しているのではないで

しょうか。

（２） 市の保有する公文書は、本来行政と市民が共有しているものと言うべ

きであり、根本的には主権者である市民のものであるにもかかわらず、

先述のように請求の理由を問われたり、公開日時を一方的に指定された

り、市民の誰もが気安く利用できる状態になっていないところが存在し

ています。

（３） 今回７町については一斉請求を行いませんでしたが、アンケートの結

果をみる限り、一部の自治体を除き市・町問わず情報公開制度の活用が

十分に活かされていなかったのは、自治体における制度の重要さの認識

不足と住民への制度の広報不足が、その一因ではないかと思われます。

（４） 情報公開は行政の日常業務そのものであり、特に情報公開の窓口の業

務については、事前に相当な研修が行われていなければ、住民の請求に

十分に対応できません。条例の改正も含め、住民の「知る権利」が、住

民の立場に立ち正しく行使できるように改善されることを期待したいと

思います。

以上
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「情報公開制度に関するアンケート」結果

１． 情報（公文書）公開条例をホームページで閲覧できますか。

・ 越前町・南越前町の２町以外は閲覧できる。

２． ＋ ３． 情報公開請求件数とその公開内容について

（２００６年度）

自治体 請求件数 公開内容（全部公開、一部公開、全部非公開）

1 あわら市 ８ 全部 （ ８）

2 越前市 ２４ 全部 （１３） 一部 （ ５） 非公開 （６） 公文書不存在

3 大野市 ２４ 全部 （ ６） 一部 （１８）

4 小浜市 ２７ 全部 （ ６） 一部 （１９） 非公開 （２）

5 勝山市 １２ 全部 （ ３） 一部 （ ８） 非公開 （１） 不存在（１）

6 坂井市 ３ 一部 （ １） 非公開 （２） 不存在

7 鯖江市 ４ 全部 （ ３） 一部 （ １）

8 敦賀市 ４９ 全部 （２７） 一部 （１６） 非公開 （６）

9 福井市 １２４６ 全部（１１０８） 一部（１０７） 非公開（１９） 不存在、取り下げ（２）その他（10）

10 永平寺町 ０

11 越前町 ３ 全部 （ ２） 一部 （ １）

12 おおい町 ５ 全部 （ ２） 一部 （ １） 非公開 （２）

13 高浜町 ２ 非公開 （２）

14 南越前町 ２ 一部 （ ２）

15 美浜町 ０

16 若狭町 ５ 全部 （ ３） 一部 （ ２）

― （福井県） （14,480） （10,727） （3,585） （155） 取り下げ（13）

【合計】 １４１４ 全部（１１８１） 一部（１８１） 非公開（４０） 取り下げ（２）その他（10）

（２００７年度）

自治体 請求件数 公開内容（全部公開、一部公開、全部非公開）

1 あわら市 ２０ 全部 （ ８） 一部 （ ８） 非公開 （４）

2 越前市 ５１ 全部 （２０） 一部 （１１） 非公開（１９） 不存在（１８）取下げ（１）

3 大野市 ３１ 全部 （ ３） 一部 （２３） 非公開 （４） 不存在（１）取下げ（１）

4 小浜市 ３７ 全部 （ ６） 一部 （２５） 非公開 （６）

5 勝山市 ８ 全部 （ ６） 一部 （ １） 非公開 （１） 不存在（１）

6 坂井市 １ 全部 （ １）

7 鯖江市 ６ 全部 （ ３） 一部 （ ３）

8 敦賀市 １３ 全部 （ ６） 一部 （ ７）

9 福井市 １４２７ 全部（１３３４） 一部（７９） 非公開 （６） 文書不存在、取下げ（８）

10 永平寺町 ４ 全部（ ３） 非公開（１） 不存在（１）

11 越前町 ９ 全部 （ ５） 一部 （３） 非公開 （１） 非公開→取下げ

12 おおい町 １ 全部 （ １）

13 高浜町 ０

14 南越前町 ７ 全部 （ ６） 非公開 （１）

15 美浜町 ０

16 若狭町 ０

― （福井県） （10,646） （4,617） （5,962） （46） 取下げ（21）

【合計】 （１６１５） 全部（１４０２） 一部（１６０） 非公開（４３） 取下げ（１０）
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４．異議申し立ての件数
※記載以外は該当なし

（２００６年度）

・ 越前市（１）、大野市（１）、敦賀市（２）、おおい町（３）※福井県（４）

※大野市は２００５年度に請求した件

（２００７年度）

・ あわら市（１）、越前市（２）、大野市（２）、小浜市（１） ※福井県（３）

５． （２．３．４．の）情報についてホームページで閲覧できるか。

・ 閲覧できる＝越前市、大野市、坂井市、鯖江市、永平寺町 ※福井県は閲覧可

・ （他の５市６町はできない。）

６． ホームページに公開している項目

（首長交際費）

・ あわら市、越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、鯖江市（７市）※福井県はＨＰ公開

（議長交際費）

・ 大野市のみ

（自治体交際費）

・なし（教育長の交際費について検討中＝鯖江市）

※ 自治体交際費なし（越前市、大野市、小浜市、勝山市、坂井市、敦賀市、福井市、永平寺町、南越

前町、美浜町、若狭町）

７． 議会の議事録をホームページで閲覧できますか。

※できるとすれば２００８年８月現在で閲覧できる範囲。

※ 鯖江市は０１年度１２月議会からは丹南ケーブルＴＶにて放映もしている。

０７年度１２月議会からはホームページの動画配信も行っている。

（以下の８～１２については、条例の送信をもって回答に代えても可。）

自治体 ( )年度（ ）月議会から( )年度（ ）月議会まで

1 あわら市 できない（議案の一部と結果は掲載）

2 越前市 ０５年度１０月議会 ０８年度 ６月議会

3 大野市 ９９年度 １月議会 ０８年度 ６月議会

4 小浜市 ０１年度 ９月議会 ０８年度 ６月議会

5 勝山市 ９４年度 ３月議会 ０８年度 ６月議会

6 坂井市 できない

7 鯖江市 ９１年度 ３月議会 ０８年度 ３月議会

8 敦賀市 ８９年度 ３月議会 ０８年度 ６月議会

9 福井市 ９６年度 ３月議会 ０８年度 ６月議会

10 永平寺町 できない

11 越前町 できない

12 おおい町 ０６年度 ３月議会 ０８年度 ５月議会

13 高浜町 できない

14 南越前町 できない

15 美浜町 できない

16 若狭町 できない

― （福井県） ００年度 ６月議会 ０７年度 ２月議会
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８． 情報（公文書）公開条例の制定および施行年月

９． 以下の手段での開示請求

（ファクス）

× 請求できない＝高浜町、南越前町、若狭町 ◎他の９市４町（および福井県）は請求可

（郵 便）

× 請求できない＝若狭町 ◎他の９市１５町（および福井県）は請求可

（インターネット）

◎ ３市２町
．．．．

が請求できる
．．．

＝あわら市、越前市、勝山市、永平寺町、越前町

※福井県請求可

１０． 「何人」も公開請求できますか。

① 何人も請求できる（請求者を住民等＝事業所・学校等に通勤・通学している人含む＝に限定し

ていない）＝ あわら市、越前市、小浜市、永平寺町、越前町（３市２町）
※福井県は何人請求

② 将来「何人」に改正する予定（①以外の自治体対象）

・なし

※ 鯖江市＝ 「申出」という方法があり、これによっても対応している。

※ 福井市＝ 条例第 33 条で公文書の任意開示を定めている。公文書開示申出があった場合は

全てに対応している。

１１． 開示文書のコピー料（Ａ４版１枚につき）

◎ 下記３市町以外＝１０円

・ １５円＝若狭町

・ ２０円＝大野市、勝山市

自治体 制定 施行

1 あわら市 ２００４年 ３月 ２００４年 ３月

2 越前市 ２００５年１０月 ２００５年１０月

3 大野市 １９９７年１２月 １９９８年 ４月

4 小浜市 ２００１年 ６月 ２００２年 ４月

5 勝山市 １９９９年１２月 ２０００年 ４月

6 坂井市 ２００６年 ３月 ２００６年 ３月

7 鯖江市 １９９８年１２月 １９９９年 ４月

8 敦賀市 １９９９年 ６月 ２０００年 １月

9 福井市 １９９６年１２月 １９９７年 ４月

10 永平寺町 ２００６年 ２月 ２００６年 ２月

11 越前町 ２００５年 ２月 ２００５年 ２月

12 おおい町 ２００６年 ３月 ２００６年 ３月

13 高浜町 ２００３年 ３月 ２００３年１０月

14 南越前町 ２００５年 １月 ２００５年 １月

15 美浜町 ２００３年 ４月 ２００３年１０月

16 若狭町 ２００５年 ３月 ２００５年 ３月

― （福井県） １９８６年３月 １９８６年１０月
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１２． 公開対象情報は、決裁・供覧の要件がありますか。

・ 決裁・供覧の要件があるのは、越前市、南越前町の１市１町のみ。

１３．請求書をホームページでダウンロードできますか。

アンケート実施＝２００８年９月４日(郵送)

同回答＝９月１２日期限（ＦＡＸ）

対 象＝福井県内１６市町（参考として福井県）

今回の結果の特徴

１． 情報公開請求件数は、福井市を除いて、２年間のデータでもっとも多かった越前市においても

年間５１件。一桁台の自治体がほとんどで、９市においても一桁に留まっている状況がみられる。

件数０の自治体も複数ある。

２． 情報公開請求件数合計に比して全部公開の割合が低い。決裁・供覧要件のある越前市において

は「公文書不存在」の理由による非公開件数が、特に２００７年度において多い。また、該当する

文書がなかったのは非公開ではないという認識のもと、非公開件数にあげていない自治体があり修

正を求めた。その際に、請求時における窓口の対応に改善を要する点がないかという意見を担当者

に伝えた。（異議申立てから答申までの期間については、今後機会があれば調査をしてみたい。）

３． ホームページ掲載については９市と７町において状況が異なった。HP 掲載と自治体広報誌掲

載の趣旨の違いを認識していないと思われる自治体もあった。

４． 開示請求の手段、請求権者、コピー料、決裁供覧要件、請求書のダウンロードについては「今

後期待される改善点」を参照されたい。

（以上）

自治体 できる できな

い

1 あわら市 ●

2 越前市 〇

3 大野市 ●

4 小浜市 〇

5 勝山市 ●

6 坂井市 〇

7 鯖江市 〇

8 敦賀市 〇

9 福井市 〇

10 永平寺町 〇

11 越前町 ●

12 おおい町 ●

13 高浜町 〇

14 南越前町 ●

15 美浜町 〇

16 若狭町 ●

― （福井県） 〇


